
契約改訂履歴 

変更日付：平成 30年 2月 20日 

約款種類：発電見張り番システム利用約款 

区分：改訂 

■約款新旧対照表（変更箇所及び変更内容） 

変更後 変更前 

第 21 条（暴力団等反社会的勢力の排除） 

1.利用者（利用者が法人である場合は、当該法人の役

職員等を含む。以下同じ。）は、本システムの利用申込

時において、次の各号のいずれかに該当しないことを

表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約

するものとします。 

①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5

年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、

総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集

団、その他これらに準ずる者（以下「反社会的勢力」

といいます。）であること。 

②反社会的勢力が、実質的に経営を支配しまたは経営

に関与していると認められる関係を有すること。 

③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または

第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会

的勢力を不当に利用していると認められる関係を有す

ること。 

④反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜

を供与するなどの関与をしていると認められる関係を

有すること。 

⑤反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有す

ること。 

⑥自己の親会社・子会社等の関連会社およびこれら関

連会社の役職員等もしくは経営に実質的な影響を及ぼ

す者が、前各号までのいずれかに該当すること。 

⑦下請け契約または資材、原材料の購入契約その他の

契約に当たり、その相手が前①～⑤までのいずれかに

該当することを知りながら、当該者と契約を締結した

者であること。 

第 21 条（反社会的勢力の排除） 

1.利用者は、利用者または利用者の代表者、役員等も

しくは実質的に利用者の経営権を有するものが、本シ

ステムの利用申込時において、以下のいずれにも該当

しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しな

いことを保証するものとします。 

①暴力団 

②暴力団員 

③暴力団関係企業 

④暴力団準構成員 

⑤総会屋等、社会運動・政治運動等標榜ゴロまたは特

殊知能暴力集団等 

⑥その他①から⑤に準ずる者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.利用者は、自らまたは第三者を利用して、次の各号

の一つにでも該当する行為を行わないことを表明する

ものとします。 

①暴力的な要求行為 

②法的な責任を超えた不当な要求行為 

③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用

いる行為 

④風説を流布し、偽計または威力を用いて当社または

当社の関係者の信用を毀損し、または当社または当社

の関係者の業務を妨害する行為 

⑤その他前各号に準ずる行為 

3.当社は、利用者が第 1 項各号及び第 2 項各号のいず

れかに該当した場合、何らの催告を要さずに、当社は

契約期間にかかわらず契約を解除又は無効化すること

ができるものとします。この場合、解除等によって利

用者に損害が生じても、当社はその損害を賠償する責

を一切負わないものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 前項の規定によりこの契約が解除された場合は、

当社は利用者へ違約金として最大で利用料金の 6ヶ月

分を加入者に請求できるものとします。 

5.  第 3 項の規定によりこの契約が解除された場合に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.本システムの利用申込み以降、利用者が当社の調査

等で次の各号のいずれかに該当することが判明した場

合には、事前の催告および通知を必要とせず、当社は

直ちに本システムの利用契約又は利用権を解除又は無

効化できるものとします。 この場合、解除等によって

利用者に損害が生じても、当社はその損害を賠償する

責を一切負わないものとします。 

①利用者または利用者の代表者、役員等、もしくは実

質的に利用者の経営権を有する者が、前項の第①号か

ら第⑤号のいずれかに該当する場合 

②利用者または利用者の代表者、役員等、もしくは実

質的に利用者の経営権を有する者が、自らまたは第三

者を利用して、本システムの利用に関し、詐術、暴力

的行為、脅迫的言辞を用い、または法的な責任を超え

た不当な要求などを行った場合 

③利用者または利用者の代表者、役員等、もしくは実

質的に利用者の経営権を有する者が、前項の第①号か

ら第⑤号のいずれかと社会的に非難されるべき関係を

有していることが判明した場合 

④前項に基づいて表明し、保証した内容が事実と相違

することが判明した場合 



おいて、利用者は当社にその損失の補償を求めること

ができないものとします。 

 


